
対象区域及びその流域 

 

＜八幡
やわ た

湿原自然再生事業実施計画の概要＞ 

 

１．実施者及び協議会の名称 

  広島県、八幡湿原自然再生協議会 

２．自然再生事業の対象となる区域及びその内容 

（１）自然再生事業の対象となる区域 

  広島県 山県
やまがた

郡 北広島町 東八幡原の 
  県有地 約１７.５６ｈａ 

（２）自然再生事業の内容 

①コンクリート三面張り水路の撤去 

 コンクリート三面張り水路を撤去す

る。河床を埋め戻し、地下水の流出を

抑制することにより、対象区域内の地

下水位を上昇させる。 

②自然形態の河川の整備 

 水路整備以前の流路を参考に適宜蛇

行させ、多様な水環境を創出する。洪

水等により崩壊する恐れがある箇所は

護岸や河床を設置する。 

③河川の堰上げ 

 堰を数ヶ所に設置し、水位を上げ冠水

部分を作り出すとともに、河床勾配を緩

和する。また、取水及び防災対策も目的

とする。 

④導水路の整備 

 対象区域の湿潤化を図るため、堰上

げ部分から水を誘導する導水路を設ける。 

⑤町道周辺水路の再整備 

 町道に沿った水路や横断溝を動物が移動可能な構造に再整備する。 

⑥立木の伐採 

 侵入している樹木や外来種の除去を行う。 

３．自然環境の保全上の意義及び効果等 

（１）事業対象区域の周辺地域の自然環境との関係 

  事業対象区域を含む周辺地域は、湿原が多数分布し、ヌマガヤ－マアザミ群集に代表 

 される中間湿原である。これらの湿原の中で事業対象区域の湿原は最上流に位置し、背 

 後の流域（集水域）が広いという特徴がある。 

（２）自然環境の保全上の意義及び効果 

  事業実施により、多様な水環境の創出、水環境と森林・湿原・草地がまとまった動植 

 物の新たな生育・生息環境の創出が期待される。 

 

やわた 

資料４－２ 



 Ａゾーン 

現状では湿地植生が存在しない、あるいは存在していても極 

めて小規模か消失の過程にある区域で、樹木の伐採や外来 

種を除去するとともに、導水路による湿潤化を行うゾーン。 
 

 Ｂゾーン 

湿地群落が残存している区域で小整備 （樹木の伐採や牧場 

造成時に設置された明渠の埋立て等） を行うにとどめ、現状 

の保全に努めるゾーン。 
 

 Ｃゾーン 

最下流部の堰により洪水時には、冠水するゾーン。 
 

 Ｄゾーン 

補助導水路以外の整備･管理は行わず、西中国山地自然史 

研究会等による実験をモニタリングするゾーン。 
 

 Ｅゾーン 

導水路による湿潤化や地形改変を伴う整備･管理は行わない 

ゾーン。ヌマガヤ群落やアブラガヤ群落については保全に努 

めるゾーン。 

対象区域のゾーニング 

   堰 

取水及び防災対策を目的として

堰を設置する。 

４．その他自然再生事業の実施に関し必要な事項 

（１）モニタリングによる検証 

  湿地の再生状況を検証するため、水文調査（水位観測、流量観測）、生物調査（水生 

 生物調査、両生類調査、鳥類調査）を協議会（専門家）及び関係機関等により継続して 

 実施し、調査結果を解析することにより、整備方法や維持修繕方法を検討する。 

（２）順応的管理手法の適用 

  事業実施期間中は、水位や植生の変化についてモニタリング調査を行い、整備手法の 

 効果と影響を検証しながら段階的に整備していくことを検討している。事業実施後も、 

 継続してモニタリングを実施し、維持管理方法や改修方法を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象区域を整備・管理の観点

から５つのゾーンに区分 


